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北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令

北海道事務決裁規程（昭和 年北海道訓令第３号）の一部を次のように改正する。
第２条第 号中「代表課等」を「代表課」に改める。
別表第１の課長専決事項に次の１項を加える。
申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分の処分基準を定めるこ
と。
別表第２の総務部人事局人事課の事項第２項の課長専決事項の欄第４号中「第３条第３

号」を「第３条第４号」に改め、同号の次に次の７号を加える。
法第 条第１項の規定に基づき、職員に

対し、育児短時間勤務を承認すること。
法第 条の規定に基づき、育児短時間勤

務の期間の延長を承認すること。
法第 条において準用する法第５条第２

項の規定に基づき、育児短時間勤務の承認
を取り消すこと。
北海道職員等の育児休業等に関する条例
第 条第５号の規定に基づき、子を養育す
るための計画の申出を受けること。
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地方公務員法（昭和 年法律第 号）
第 条の５第１項の規定に基づき、職員に
対し、自己啓発等休業を承認すること。
地方公務員法第 条の５第５項の規定に

基づき、自己啓発等休業の承認を取り消す
こと。
北海道職員等の自己啓発等休業に関する
条例（平成 年北海道条例第２号）第７条
の規定に基づき、自己啓発等休業の期間の
延長を承認すること。
別表第２の総務部人事局人事課の事項第３項の部次長及び局長専決事項の欄第１号中「昭
和 年法律第 号。」を削り、同事項第５項の部次長及び局長専決事項の欄に第１号とし
て次の１号を加える。

褒章受章者の選考手続について（平成
年５月 日閣議了解）に基づき、春秋褒章
候補者を推薦すること。
別表第２の総務部人事局人事課の事項第７項の部次長及び局長専決事項の欄に第１号とし
て次の１号を加える。

春秋叙勲候補者推薦要綱（平成 年５月
日閣議報告）、春秋外国人叙勲候補者推
薦要綱（平成 年５月 日閣議報告）及び
危険業務従事者叙勲受章者の選考手続につ
いて（平成 年５月 日閣議了解）に基づ
き、春秋叙勲、春秋外国人叙勲及び危険業
務従事者叙勲の候補者を推薦すること（中
綬章以下の候補者に限る。）。
別表第２の総務部人事局人事課の事項第７項の課長専決事項の欄中「文武官叙位進階内則
（明治 年 月１日閣議決定）及び叙勲内則（明治 年 月 日制定）の規定に基づき、死
没者の叙位及び叙勲の具申を行うこと」を「勲章の授与基準（平成 年５月 日閣議決定）
及び高齢者に対する叙勲及び賜杯について（昭和 年５月 日内閣総理大臣決裁）に基づき、
叙位、死亡叙勲、緊急叙勲及び高齢者叙勲の候補者を上申すること」に改める。
別表第２の企画振興部地域振興・計画局地域づくり支援室の事項を次のように改める。

総務課 １ 国土利用
計画法（昭

第 条第６項の規定
に基づき、規制区域の

第 条第５項（第
条の３第３項及び第４
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別表第２の企画振興部地域振興・計画局市町村課の事項の局室課の欄中「地域振興・計画
局市町村課」を「地域行政局市町村課」に改め、同事項第１項の課長専決事項の欄第１号中
「限る」の次に「。以下この項において同じ」を、「広域連合」の次に「（２以上の支庁の
所管区域にわたるもの及び札幌市の区域に係るものに限る。以下この項において同じ。）」
を加え、同欄第２号中「（２以上の支庁の所管区域にわたるもの及び札幌市の区域に係るも
のに限る。）」を削り、同欄中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号
とし、第２号の次に次の１号を加える。

第 条の 第１項の規定に基づき、広
域連合の解散を許可すること。
別表第２の企画振興部地域振興・計画局統計課の事項の局室課の欄中「地域振興・計画局

和 年法律
第 号）の
施行に関す
る事務

指定が相当であること
について北海道土地利
用審査会に確認を求め
ること。

第 条第 項（同条
第 項において準用す
る場合を含む。）の規
定に基づき、規制区域
の指定の解除が相当で
あることについて北海
道土地利用審査会の確
認を受けること。

第 条（第 条の５
第４項、第 条の８第
２項及び第 条第２項
において準用する場合
を含む。）の規定に基
づき、第 条第１項の
規定による勧告を受け
た者に対し、その勧告
に基づいて講じた措置
について報告をさせる
こと。
第 条（第 条の５

第４項及び第 条の８
第２項において準用す
る場合を含む。）の規
定に基づき、第 条第
１項の規定による勧告
を受けた者がその勧告
に従わない場合におい

項（同条第５項におい
て準用する場合を含
む。）並びに第 条の
６第３項及び第４項
（同条第５項において
準用する場合を含
む。）において準用す
る場合を含む。）の規
定に基づき、指定され
た区域及び期間等を市
町村長に通知するとと
もに、当該事項を周知
させるため必要な措置
を講ずること。
第 条第 項（第
条の３第３項及び第
条の６第３項において
準用する場合を含
む。）の規定に基づき、
規制区域を含む周辺の
地域における地価の動
向、土地取引の状況等
に関する調査を行うこ
と。
第 条第 項（同条

第 項において準用す
る場合を含む。）にお
いて準用する同条第５
項の規定に基づき、規
制区域の指定を解除し
た旨を市町村長に通知
するとともに、その旨
を周知させるため必要
な措置を講ずること。

て、その旨及びその勧
告の内容を公表するこ
と。
第 条の規定に基づ

き、第 条第１項の規
定による勧告に係る遊
休土地について地方公
共団体等の買取りの協
議者を定め、その者が
買取りの協議を行う旨
の勧告を受けた者に通
知すること。
国土利用計画法施行

令（昭和 年政令第
号）第９条第１項

の規定に基づき、土地
の利用状況、環境等が
通常と認められる画地
について不動産鑑定士
の鑑定評価を求め、当
該画地の標準価格の判
定をすること。

２ 不動産の
鑑定評価に
関する法律
（昭和 年
法律第
号）の施行
に関する事
務

第 条の規定に基づ
き、同条第６号の規定
による不動産鑑定業者
の登録を消除すること。
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統計課」を「地域行政局統計課」に改め、同表の企画振興部地域振興・計画局計画室の事項
を次のように改める。

別表第２の環境生活部生活局くらし安全課の事項第１項の課長専決事項の欄第２号中「第
条第３項」を「第 条第４項」に改め、同欄第３号中「第 条第４項」を「第 条第５

項」に改め、同号の次に次の１号を加える。
第 条第６項の規定に基づき、組合の貸

付事業規約の設定、変更又は廃止を認可す
ること。
別表第２の環境生活部生活局くらし安全課の事項第４項の部次長及び局長専決事項の欄中

第８号を第 号とし、第３号から第７号までを４号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の４号を

地域づ
くり支
援局

１ 過疎地域
自立促進特
別 措 置 法
（平成 年
法 律 第
号）の施行
に関する事
務

第７条第１項（同条
第４項において準用す
る場合を含む。）の規
定に基づき、北海道過
疎地域自立促進都道府
県計画を定め、総務大
臣、農林水産大臣及び
国土交通大臣に提出す
ること。

第６条第１項（同条
第６項において準用す
る場合を含む。）の規
定に基づき、過疎地域
自立促進市町村計画の
策定について市町村か
らの協議を受けること。

２ 山村振興
法（昭和
年法律第
号）の施行
に関する事
務

第８条第１項（同条
第４項において準用す
る場合を含む。）の規
定に基づき、山村振興
計画の策定について、
市町村からの協議を受
け、同意すること。

３ 辺地に係
る公共的施
設の総合整
備のための
財政上の特
別措置等に
関する法律
（昭和 年
法 律 第
号）の施行
に関する事
務

第３条第３項（同条
第５項において準用す
る場合を含む。）の規
定に基づき、市町村の
総合整備計画に関し、
当該市町村に協力して
講じようとする措置の
計画を定め、総務大臣
に提出すること。

第３条第１項後段
（同条第５項において
準用する場合を含
む。）の規定に基づき、
市町村の総合整備計画
について、当該市町村
からの協議を受けるこ
と。

加える。
第 条の規定に基づき、販売業者等に対

し、必要な措置をとるべきことを指示する
こと。
第 条の規定に基づき、販売業者等に対

し、通信販売に関する業務の全部又は一部
を停止すべきことを命ずること及びその旨
を公表すること。
第 条の規定に基づき、販売業者等に対

し、必要な措置をとるべきことを指示する
こと。
第 条の規定に基づき、販売業者等に対

し、電話勧誘販売に関する業務の全部又は
一部を停止すべきことを命ずること及びそ
の旨を公表すること。
別表第２の環境生活部生活局くらし安全課の事項第４項の課長専決事項の欄中第 号を第
号とし、第２号から第９号までを２号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の２号を加える。
第 条の２の規定に基づき、販売業者等

に対し、合理的な根拠を示す資料の提出を
求めること。
第 条の２の規定に基づき、販売業者等

に対し、合理的な根拠を示す資料の提出を
求めること。
別表第２の保健福祉部保健医療局国民健康保険課の事項に次の１項を加える。

２ 高齢者の
医療の確保
に関する法
律（昭和
年法律第
号）の施行
に関する事
務

第 条第２項の規
定に基づき、後期高齢
者医療広域連合からの
協議を受けること。

別表第２の保健福祉部福祉局福祉援護課の事項第 項の次に次のように加える。

中国残留 第 条第４項におい 第 条第４項におい
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別表第２の保健福祉部福祉局介護保険課の事項の局室課の欄中「福祉局介護保険課」を
「福祉局指導監査課」に改め、同表の経済部産業立地推進局資源エネルギー課の事項第１項
の課長専決事項の欄第１号を削り、同事項第２項の部次長及び局長専決事項の欄に第１号と
して次の１号を加える。

第 条第２項の規定に基づき、土地の所
有者、植物の所有者その他の関係人の損失
の補償について裁定すること。
別表第２の経済部産業立地推進局資源エネルギー課の事項第２項の課長専決事項の欄第１
号から第３号までを削り、同事項第３項の課長専決事項の欄第９号中「第 条の の２第２
項」の次に「及び第 条の の３第２項」を加え、同号を同欄第 号とし、同欄第８号中
「第 条の の２第２項」の次に「及び第 条の の３第２項」を加え、同号を同欄第９号
とし、同欄第７号中「第 条の の２第２項」の次に「及び第 条の の３第２項」を加え、
同号を同欄第８号とし、同欄第６号中「第 条の の２第２項」の次に「及び第 条の の
３第２項」を加え、同号を同欄第７号とし、同欄第５号中「第 条の の２第２項」の次に
「及び第 条の の３第２項」を加え、同号を同欄第６号とし、同欄中第４号を第５号とし、
第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

第 条第１項第１号の規定に基づき、指

邦人等の円
滑な帰国の
促進及び永
住帰国後の
自立の支援
に関する法
律（平成６
年法律第
号）の施行
に関する事
務

てその例によるものと
された生活保護法第
条第１項の規定に基づ
き、市町村長の行う生
活保護法の施行に関す
る事務について、事務
監査を行わせること。

てその例によるものと
された生活保護法第
条の規定に基づく支援
給付の決定及び実施に
関すること。
第 条第４項におい

てその例によるものと
された生活保護法第
条第３項の規定に基づ
く保護施設の長の行う
施設利用者に対する指
導の制限又は禁止に関
すること。
第 条第４項におい

てその例によるものと
された生活保護法第
条及び第 条第２項
（これらの規定を同法
第 条において準用す
る場合を含む。）の規
定に基づき、医療機関、
助産師、あん摩マッ
サージ指圧師及び柔道
整復師を指定し、又は
その指定を取り消すこ
と。
第 条第４項におい

てその例によるものと
された生活保護法第
条第１項（同法第 条
において準用する場合
を含む。）の規定に基
づき、指定医療機関及
び医療保護施設の診療
内容及び診療報酬の請
求を審査し、並びに診
療報酬の額を決定する
こと。
第 条第４項におい

てその例によるものと
された生活保護法第
条の規定に基づき、費
用の返還の額の決定に

関すること。
第 条第４項におい

てその例によるものと
された生活保護法第
条の規定に基づき、費
用の徴収の額の決定に
関すること。
第 条第４項におい

てその例によるものと
された生活保護法第
条の規定に基づき、費
用の徴収の額の決定に
関すること。
第 条第４項におい

てその例によるものと
された生活保護法によ
る医療扶助運営要領
（昭和 年社発第
号厚生省社会局通知）
第３の７に基づき、関
係団体と協定すること。
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定輸入検査機関を指定すること。
別表第３第２項中「支庁及び出先機関の職員に係る場合を除く」を「支庁長に係る場合に

限る」に改める。
別表第４の支庁の本庁企画振興部の分掌事項第５項第１号中「２以上の支庁の所管区域に

わたるものを除く。」の次に「以下この項において同じ。」を加え、同項中第５号を第 号
とし、第４号を第 号とし、第３号を第 号とし、同項第２号中「（２以上の支庁の所管区
域にわたるものを除く。）」を削り、同号を同項第３号とし、同号の次に次の６号を加える。

第 条第２項の規定に基づき、一部事務組合の規約の変更の届出を受理すること。
第 条の規定に基づき、一部事務組合の解散の届出を受理すること。
第 条の３第１項及び第５項の規定に基づき、広域連合の組織団体数の増減、事

務の変更又は規約の変更を許可し、及びその旨を公表すること。
第 条の３第３項又は第４項及び第５項の規定に基づき、広域連合の規約の変更

の届出を受理し、及びその旨を公表すること。
第 条の７第３項（同条第６項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、

広域計画を受理すること（２以上の支庁の所管区域にわたるものを除く。）。
第 条の 第１項及び第３項の規定に基づき、広域連合の解散を許可し、及びそ

の旨を公表すること。
別表第４の支庁の本庁企画振興部の分掌事項第５項第１号の次に次の１号を加える。

第 条第３項及び第 条の２第２項の規定に基づき、広域連合（２以上の支庁の
所管区域にわたるものを除く。以下この項において同じ。）の設立を許可し、及びそ
の旨を公表すること。

別表第４の支庁の本庁企画振興部の分掌事項第 項を削り、同表の支庁の本庁環境生活部
の分掌事項第 項中「第 号」を「第 号」に改め、同項第３号の次に次の１号を加える。

第 条第３項第６号の規定に基づき、野生動植物保護地区内における行為を許可す
ること。

別表第４の支庁の本庁環境生活部の分掌事項第 項中第 号を第 号とし、第 号から第
号までを１号ずつ繰り下げ、第 号の次に次の１号を加える。

第 条の２の規定に基づき、特定の開発行為の許可に基づく地位の承継を承認する
こと（第 号及び第 号に係るもの並びに附則第５項の規定に基づき届出を受理した
ものに限る。）。

別表第４の支庁の本庁環境生活部の分掌事項第 項中「（共済事業に係るもの及び」の次
に「貸付事業に係るもの並びに」を加え、同項第１号中「第 条第３項」を「第 条第４
項」に改め、同項第２号中「第 条第５項」を「第 条第６項」に改め、同項第３号中「第
条第３項」を「第 条第４項」に改め、同項第８号中「第 条第２項」を「第 条」に改

め、同表の支庁の本庁経済部の分掌事項第５項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６

号から第 号までを１号ずつ繰り上げ、同項に次の１号を加える。
登録等に関する規則第 条の規定に基づく合格証又は認定証を再交付すること。

別表第４の支庁の本庁経済部の分掌事項第６項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第
６号から第 号までを１号ずつ繰り上げ、同項に次の１号を加える。

施行規則第８条の の規定に基づき、合格証又は認定証を再交付すること。
別表第４の支庁の本庁経済部の分掌事項第 項に次の１号を加える。

省令第 条の規定に基づき、聴聞の期日及び場所を公示すること。
別表第４の支庁の本庁経済部の分掌事項第 項中第 号を第 号とし、第 号から第 号

までを１号ずつ繰り下げ、第 号の次に次の１号を加える。
職業能力開発促進法施行令（昭和 年政令第 号）第３条の規定に基づき、技能

検定合格証明書の交付をすること。
別表第４の支庁の本庁経済部の分掌事項第 項を削り、同事項第 項中「中小企業経営革

新支援法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改め、同項第１号中「第
４条第１項」を「第９条第１項」に改め、同項第２号中「第５条第１項」を「第 条第１
項」に改め、同項第３号中「第５条第２項」を「第 条第２項」に改め、同項第４号及び第
５号を削り、同項第６号中「第 条第１項」を「第 条第１項」に改め、同号を同項第４号
とし、同項第７号中「第 条第２項」を「第 条第３項」に改め、同号を同項第５号とし、
同項第８号中「第 条」を「第 条」に改め、同号を同項第６号とし、同項を同事項第 項
とし、同事項中第 項を第 項とし、第 項から第 項までを１項ずつ繰り上げ、同事項第
項中「北海道企業立地促進条例」を「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進
及び中小企業の競争力の強化に関する条例（平成 年北海道条例第 号）附則第２項第２号
の規定による廃止前の北海道企業立地促進条例」に改め、同項を同事項第 項とし、同事項
中第 項を第 項とし、第 項を第 項とし、同項の次に次の１項を加える。

外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律（平成
９年法律第 号）の施行に関する事務
第 条第２項において準用する通訳案内士法第 条の規定に基づき、地域限定通訳

案内士登録簿に登録を行うこと。
第 条第２項において準用する通訳案内士法第 条第２項の規定に基づき、地域限

定通訳案内士の登録を拒否する旨の通知を行い、及び申請者の求めに応じ、職員に意
見を聴取させること。
第 条第２項において準用する通訳案内士法第 条の規定に基づき、地域限定通訳

案内士登録証（以下この項において「登録証」という。）を交付すること。
第 条第２項において準用する通訳案内士法第 条第１項及び第２項の規定に基づ

き、地域限定通訳案内士の登録事項の変更の届出を受理し、及び登録証の訂正を行う
こと。
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第 条第２項において準用する通訳案内士法第 条の規定に基づき、登録証の再交
付を行うこと。
第 条第２項において準用する通訳案内士法第 条第１項の規定に基づき、登録の

抹消を行うこと。
第 条第２項において準用する通訳案内士法第 条第２項の規定に基づき、登録の

抹消事由に該当することとなった旨の届出を受理すること。
第 条第２項において準用する通訳案内士法第 条の規定に基づき、地域限定通訳

案内士の登録を抹消すること。
第 条第３項において準用する通訳案内士法第 条第１項の規定に基づき、地域限

定通訳案内士の懲戒処分をすること。
第 条第３項において準用する通訳案内士法第 条第２項の規定に基づき、聴聞を

行うこと。
第 条第３項において準用する通訳案内士法第 条の規定に基づき、地域限定通訳

案内士に対し、必要な報告を求めること。
外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律施行
規則（平成９年運輸省令第 号。以下この項において「省令」という。）第 条第３
項の規定に基づき、登録申請者等に対し、住民票の抄本等を提出させること。
省令第 条第２項の規定に基づき、登録証の返納を受理すること。
省令第 条第３項の規定に基づき、登録抹消事由届出書を提出しようとする者等に

対し、住民票の抄本等を提出させること。
省令第 条第１項の規定に基づき、登録の抹消の処分を受けた者に対し、登録を抹

消した旨の通知をすること。
省令第 条第２項の規定に基づき、登録証の返納を受理すること。
省令第 条の規定に基づき、聴聞の期日及び場所を公示すること。

別表第４の支庁の本庁農政部の分掌事項中第 項を第 項とし、第 項を第 項とし、第
項を第 項とし、第 項を第 項とし、同項の次に次の１項を加える。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成 年

法律第 号）の施行に関する事務
第４条第５項又は第９項の規定に基づき、市町村が定めようとする被害防止計画の
協議に関すること。
第４条第 項の規定に基づき、被害防止計画の報告に関すること。

別表第４の支庁の本庁農政部の分掌事項中第 項を第 項とし、第 項を第 項とし、同
項の次に次の１項を加える。

農地・水・環境保全向上対策実施要領（平成 年 農振第 号農村振興局長及び生
産局長通知）の施行に関する事務

第５の９の 及び の規定に基づき、生産計画に対する意見を市町村長に通知する
こと。
第５の の の規定に基づき、実施状況の確認結果を市町村長に通知すること。

別表第４の支庁の本庁農政部の分掌事項中第 項を第 項とし、第 項から第 項までを
１項ずつ繰り下げ、第 項の次に次の１項を加える。

畜飼料特別支援資金の融通に関する事務
畜飼料特別支援資金融通事業実施要領（平成 年 農畜機第 号独立行政法人

農畜産業振興機構理事長通知）第４の２に定める畜産経営生産性向上計画を承認する
こと。

別表第４の支庁の本庁水産林務部の分掌事項第３項第７号中「水産動植物」の次に「（さ
け及びますを除く。）」を加え、「さけ、ます及びひめますを採捕の対 とするもの、」を
削り、「並びに」を「及び」に改め、「除く。）」の次に「及び許可証に記載された事項に
ついて変更を許可すること並びに許可証の書換え交付を行うこと（許可申請者が道外に住所
を有するもの及び２以上の支庁の所管区域にわたるものに係るものを除く。）」を加え、同
事項中第 項を第 項とし、第 項から第 項までを１項ずつ繰り下げ、同事項第 項に次
の１号を加え、同項を同事項第 項とする。

森林法施行規則（昭和 年農林省令第 号）第 条の の規定に基づき、植栽の義
務の例外を認めること。

別表第４の支庁の本庁水産林務部の分掌事項中第 項を第 項とし、第 項から第 項ま
でを１項ずつ繰り下げ、第 項の次に次の１項を加える。

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和 年法律第 号）の施行に関
する事務（漁業経営安定対策事業に係るものに限る。）

第４条第１項の規定に基づき、漁業経営の改善計画を認定すること。
第 条第１項の規定に基づき、漁業経営の改善計画の実施状況について必要な報告

を受けること。
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令（昭和 年政令第 号。

以下この項において「政令」という。）第３条第１項の規定に基づき、改善計画の変
更を認定すること。
政令第３条第３項の規定に基づき、改善計画の認定を取り消すこと。

別表第４の支庁の本庁建設部の分掌事項に次の２項を加える。
景観法（平成 年法律第 号）の施行に関する事務
第 条第１項の規定に基づき、建築物の新築等に係る届出を受理すること。
第 条第２項の規定に基づき、建築物の新築等に係る届出の変更の届出を受理する

こと。
第 条第３項の規定に基づき、届出をした者に対し、必要な措置をとることを勧告
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すること。
第 条第５項後段の規定に基づき、国の機関又は地方公共団体が行う行為に係る通

知を受理すること。
第 条第６項の規定に基づき、国の機関又は地方公共団体に対し、協議を求めるこ

と。
第 条第１項の規定に基づき、形態意匠の制限に適合しない行為をしようとする者

又はした者に対し、必要な措置を命ずること。
第 条第４項の規定に基づき、同条第２項の期間を延長することを通知すること。
第 条第７項の規定に基づき、必要な措置をとることを命ぜられた者に対し、当該

措置の実施状況について報告をさせ、又は職員に、当該建築物の敷地等に立ち入り、
当該特定届出対 行為の実施状況を検査させ、若しくは当該特定届出対 行為が景観
に及ぼす影響を調査させること。
第 条第２項の規定に基づき、同条第１項本文の期間を短縮すること。
北海道景観条例（平成 年北海道条例第 号）の施行に関する事務
第 条の規定に基づき、市町村長の意見を聴くこと。

別表第４の児童相談所の事項に次の１項を加える。
２ 児童虐待の防止等に関する法律（平成 年法律第 号）の施行に関する事務

第 条の４第１項の規定に基づき、つきまとい等をしてはならないことを命ずるこ
と。
第 条の４第２項の規定に基づき、命令の期間を更新すること。
第 条の４第３項の規定に基づき、聴聞を行うこと。
第 条の４第４項の規定に基づき、命令書を交付すること。
第 条の４第６項の規定に基づき、命令を取り消すこと。

別表第４の土木現業所の事項第９項中「急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律」を
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に改め、同事項に次の２項を加える。

景観法の施行に関する事務（支庁長の権限とされているものを除く。）
第 条第１項の規定に基づき、建築物の新築等に係る届出を受理すること。
第 条第２項の規定に基づき、建築物の新築等に係る届出の変更の届出を受理する

こと。
第 条第３項の規定に基づき、届出をした者に対し、必要な措置をとることを勧告

すること。
第 条第５項後段の規定に基づき、国の機関又は地方公共団体が行う行為に係る通

知を受理すること。
第 条第６項の規定に基づき、国の機関又は地方公共団体に対し、協議を求めるこ

と。

第 条第１項の規定に基づき、形態意匠の制限に適合しない行為をしようとする者
又はした者に対し、必要な措置を命ずること。
第 条第４項の規定に基づき、同条第２項の期間を延長することを通知すること。
第 条第７項の規定に基づき、必要な措置をとることを命ぜられた者に対し、当該

措置の実施状況について報告をさせ、又は職員に、当該建築物の敷地等に立ち入り、
当該特定届出対 行為の実施状況を検査させ、若しくは当該特定届出対 行為が景観
に及ぼす影響を調査させること。
第 条第２項の規定に基づき、同条第１項本文の期間を短縮すること。
北海道景観条例の施行に関する事務（支庁長の権限とされているものを除く。）
第 条の規定に基づき、市町村長の意見を聴くこと。

別表第５第２項第７号中「（建築基準法第４条の建築主事を置く市の区域に係るものを除
く。）」を削る。
別表第６の苫小牧地方環境監視センター所長の決裁事項の項を削り、同表の道立病院長の
決裁事項の項中「副院長」の次に「（２人以上置かれている場合は、院長の定める順序によ
る。）」を加え、同表の高等技術専門学院長の決裁事項の項中「２人以上置かれている場合
は、学院長の定める順序によるものとする。）。」を削り、「庶務課長」の次に「とす
る。）」を加える。

附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。ただし、別表第４の支庁の本庁建設部の分
掌事項に２項を加える改正規定及び同表の土木現業所の事項の改正規定（同事項に２項を加
える部分に限る。）は、同年 月１日から施行する。
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